
 

 

 

 

令和８年１月２５日執行 

久留米市長選挙 

選挙運動費用に関する公費負担制度 

 

 関係書類記載例  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

久留米市選挙管理委員会 

 

書類番号 １２ 



令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

公費負担関係書類記載例目次 

 

区分 様式名 頁 数 

（
一
般
運
送
契
約
） 

選
挙
運
動
用
自
動
車 

一般-1 選挙運動用自動車運送契約書【見本】 １頁 

一般-2 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 ２頁 

一般-3 選挙運動用自動車使用証明書（自動車） ３頁 

一般-4 請求書、請求内訳書 （一般運送契約） ４頁 

選
挙
運
動
用
自
動
車
（
個
別
契
約
） 

 個 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 ５頁 

自
動
車
借
入 

個-ア-1 選挙運動用自動車賃貸契約書【見本】 ６頁 

個-ア-2 選挙運動用自動車使用証明書（自動車） ７頁 

個-ア-3 請求書、請求内訳書 （自動車の借入れ） ８頁 

燃
料
購
入 

個-イ-1 選挙運動用自動車燃料供給契約書【見本】 ９頁 

個-イ-2 自動車燃料代確認申請書 １０頁 

個-イ-3 自動車燃料代確認書【見本】 １１頁 

個-イ-4 選挙運動用自動車使用証明書（燃料） １２頁 

個-イ-5 請求書、請求内訳書 （燃料代） １３頁 

運
転
手
雇
用 

個-ウ-1 選挙運動用自動車運転契約書【見本】 １４頁 

個-ウ-2 選挙運動用自動車使用証明書（運転手） １５頁 

個-ウ-3 請求書、請求内訳書 （運転手） １６頁 

選
挙
運
動
用
ポ
ス
タ
ー
作
成 

ポ-1 選挙運動用ポスター作成契約書【見本】 １７頁 

ポ-2 ポスター作成契約届出書 １８頁 

ポ-3 ポスター作成枚数確認申請書 １９頁 

ポ-4 ポスター作成枚数確認書【見本】 ２０頁 

ポ-5 ポスター作成証明書 ２１頁 

ポ-6 請求書、請求内訳書（ポスターの作成） ２２頁 

選
挙
運
動
用
ビ
ラ
作
成 

ビ-1 選挙運動用ビラ作成契約書【見本】 ２３頁 

ビ-2 ビラ作成契約届出書 ２４頁 

ビ-3 ビラ作成枚数確認申請書 ２５頁 

ビ-4 ビラ作成枚数確認書【見本】 ２６頁 

ビ-5 ビラ作成証明書 ２７頁 

ビ-6 請求書、請求内訳書（ビラ作成） ２８頁 
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選挙運動用自動車運送契約書 
 

 久留米市長選挙候補者                          （以下「甲」という。）と、 

                     （以下「乙」という。）は、選挙運動のための自動車の運送

について、次のとおり契約を締結する。 

 

１．使用目的      公職選挙法第１４１条に基づき、選挙運動のために使用 

 

２．車種、登録番号                  使用油種 

  及び使用油種                   ハイオク ・ レギュラー ・ 軽油 

 

３．自動車の台数    １台 

 

４．使用期間      令和  年  月  日から 令和  年  月  日までの   日間 

 

５．契約金額             円 （消費税等含む） 

          （内訳      円／１日×   日間） 

 

６．請求及び支払い 

   この契約に基づく契約金額については、乙は、「久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例」に基づき久留米市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅

滞することなく行わなければならない。 

   なお、久留米市に請求できる金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支

払うものとする。 

   また、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は久留米市に請求するこ

とができない。このときは、甲は乙に対し、契約金額を速やかに支払うものとする。 

 

７．その他 

  この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                          令和   年   月   日    

 

甲（久留米市長選挙候補者）        住 所 

 

氏 名                   ㊞ 

 

乙（一般乗用旅客自動車運送事業者）    住 所 

 

                     名 称 

 

                    代表者                   ㊞ 

一般-１ 

久留米  太郎 

株式会社 筑後川タクシー 

小型乗用（○○ワゴン） 

久留米 500 さ 12-34 

８   １  １８ ８   １  ２４          ７ 

６４，５００         ７ 

４５１，５００ 

８    １   １０ 

株式会社 筑後川タクシー 

久留米市城南町１５番地３ 

久留米  太郎 

久留米市城南町９９９番地９ 

代表取締役  筑後川 次郎 

株式会社 

筑 後 川 

タクシー之印  

 

筑
後
川
タ
ク
シ
ー 

代
表
取
締
役
之
印 

契約相手が法人の場合、

社印＋代表者印を押印

（代表者印がない場合、

代表者の私印を押印） 

契約者は請求者と同じであること 

※請求書の請求者名及び使用印は 

契約書と同じ 

久
留
米 
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第 1 号様式（第 2 条関係） その１ 

 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

令和  ８ 年 １ 月 １８ 日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

候補者 住所 

 

氏名                             

 

次のとおり、選挙運動用自動車の使用の契約を締結したので届け出ます。 

記 

１ 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合 

契 約 年 月 日 契約の相手方の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあってはその代
表者の氏名 

契  約  内  容 
備 考 

運 送 契 約 期 間 運送契約金額 

令和 ８年  １ 月１０日  令和８年 １月１８日 
 

令和８年 １月２４日 
円 

 

令和   年  月  日 
 令和    年   月   日 

 
令和    年   月   日 

円 
 

 

２ １に掲げる場合以外の場合 

項目 

区分 
契 約 年 月 日 

契約の相手方の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名 

契  約  内  容 
備 考 

借入れ期間等 契約金額 

自
動
車
の
借
入
れ 

 令和 

年  月  日 

 令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

 令和 

年  月  日 

 令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

燃 

料 

代 
 令和 

年  月  日 

 

1L あたり 円 

ハイオク 

レギュラー 

軽油 

 令和 

年  月  日 

 

1L あたり 円 

ハイオク 

レギュラー 

軽油 

運
転
手
の
雇
用 

 令和 

年  月  日 

 令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

 令和 

年  月  日 

 令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

 令和 

年  月  日 

 令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

備考 
１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 
２ ２の「契約内容」欄の「借入れ期間等」には、「自動車の借入れ」にあっては借入れ期間を、「運転手の雇用」
にあっては雇用期間を、「燃料代」にあっては燃料の供給期間を記載してください。 

３ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあって
は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本
人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

～ 

一般-２ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

久留米市城南町１５番地３ 

久留米  太郎 

株式会社 筑後川タクシー 
久留米市城南町９９９番地９ 

代表取締役  筑後川 次郎 
４５１，５００ 

契約書の内容と 

一致させること 

斜線を引くこと 

～ 
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第４号様式（第５条関係） その１ 

選挙運動用自動車使用証明書（自動車） 

 

次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

 令和 ８ 年 １ 月 ２８ 日 

 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 
 

氏名  久留米 太郎   
 

記 

運送等契約区分 

（該当する方の番号に○をしてください。） 

１ 一般乗用旅客自動車運送事 

業者との運送契約による場合 

２ 左に掲げる場合 

以外の場合 

運送事業者等の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市城南町９９９番地９ 

株式会社 筑後川タクシー 代表取締役  筑後川 次郎 

車種及び自動車登録番号 運 送 等 年 月 日  運 送 等 金 額 備 考 

小型乗用  久留米 500 さ 12-34 令和  ８年 １ 月 １８日 ６４，５００円  

〃 令和  ８年 １ 月 １９日 ６４，５００円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２０日 ６４，５００円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２１日 ６４，５００円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２２日 ６４，５００円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２３日 ６４，５００円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２４日 ６４，５００円 

備考 

１ この証明書は、運送事業者等ごとに別々に作成し、候補者から運送事業者等に提出してください。 

２ 運送事業者等が久留米市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運送事業者等は、久留米市

に支払を請求することはできません。 

４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車 1 台につき１日当たり次の金額までです。 

（１）一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合 ６４，５００円 

（２）（１）以外の場合  １６，１００円 

５ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（「運送等契約区分」欄の１）とそ

れ以外の契約（「運送等契約区分」欄の２）とのいずれもが締結された場合には、公費負担の対象

となるのは候補者の指定する一の契約に限られていますので、その指定をした一の契約のみについ

て記載してください。 

６ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外の契約により２台以

上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する１台に

限られていますので、その指定をした１台のみについて記載してください。 

７ ５の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び６の場合には候補者の指定した選挙運動用自

動車以外の選挙運動用自動車については、久留米市に支払を請求することはできません。 
 

一般-３ 

選挙運動期間中に 

限る 
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第７号様式（第６条関係）その１ 

 

請    求    書 

（選挙運動用自動車の使用） 

 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第４条の規定により、

次の金額の支払を請求します。 

   

令和  年  月  日 

 

久留米市長 殿 

 

 氏名又は名称及び住所並びに 

 法人にあってはその代表者の氏名                   印 

 

記 

１ 請求金額 
            円 

（消費税等含む） 

２ 内訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

４ 候補者の氏名 
 

５ 銀行名、口座名及び口座番号 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

支所・店 

預 金 種 別 １ ： 普 通   ２ ： 当 座   ３ ： 貯 蓄  

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ カ）チクゴガワタクシー ダイヒョウトリシマリヤク チクゴガワ ジロウ 

口 座 名 義 株）筑後川タクシー  代表取締役 筑後川 次郎 

備考 

１ この請求書は、候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書とともに選挙の期日後速やかに 

提出してください。 

２ 候補者が供託物を没収された場合には、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

（別紙）その１ 

請求内訳書（一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約により自動車を使用した場合） 

使 用 年 月 日 
運 送 金 額 

（イ） 

基 準 限 度 額 

（ロ） 
請 求 金 額 

令和 ８ 年 

１月 １８日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 64,500 円×１台＝64,500 円 ６４，５００円 

令和 ８ 年 

１月 １９日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 64,500 円×１台＝64,500 円 

６４，５００円 

令和 ８ 年 

１月 ２０日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 64,500 円×１台＝64,500 円 ６４，５００円 

令和 ８ 年 

１月 ２１日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 64,500 円×１台＝64,500 円 ６４，５００円 

令和 ８ 年 

１月 ２２日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 

64,500 円×１台＝64,500 円 ６４，５００円 

令和 ８ 年 

１月 ２３日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 64,500 円×１台＝64,500 円 ６４，５００円 

令和 ８ 年 

１月 ２４日 

６４，５００円× １ 台＝６４，５００円 64,500 円×１台＝64,500 円 ６４，５００円 

計 

  

４５１，５００円 

備考 「請求金額」欄には、（イ）又は（ロ）のうち、いずれか少ない方の金額を記載してください。 

一般-４ 

（右づめでご記入ください）  

株式会社 筑後川タクシー 

久留米市城南町９９９番地９ 

代表取締役  筑後川 次郎 

契約書に使用した 

印鑑を使用すること 

４５１，５００ 

久留米  太郎 

久留米 本店営業部 

かならず、フリガナ 

をつけること 

 （右づめでご記入ください） １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 

株式会社 

筑 後 川 

タクシー之印  

 

筑
後
川
タ
ク
シ
ー 

代
表
取
締
役
之
印 

転記 

請求書と請求内訳書が２枚に分かれるときは、請求者の印鑑で割印すること 

いずれか少ない方の 

金額を記載 

選挙運動期間に 

限る 

いずれか少ない方の 

金額を記載 

選挙運動期間に 

限る 
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第 1 号様式（第 2 条関係） その１ 

 

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 

令和 ８ 年 １ 月 １８ 日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

候補者 住所 

 

氏名                             

 

次のとおり、選挙運動用自動車の使用の契約を締結したので届け出ます。 

記 

１ 一般乗用旅客自動車運送事業者との契約による場合 

契 約 年 月 日 
契約の相手方の氏名又は名称及び
住所並びに法人にあってはその代
表者の氏名 

契  約  内  容 
備 考 

運 送 契 約 期 間 運送契約金額 

令和   年  月  日 
 令和    年   月   日 

 
令和    年   月   日 

円 
 

令和   年  月  日 
 令和    年   月   日 

 
令和    年   月   日 

円 
 

 

２ １に掲げる場合以外の場合 

項目 

区分 
契 約 年 月 日 

契約の相手方の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあってはその代表者の氏名 

契  約  内  容 
備 考 

借入れ期間等 契約金額 

自
動
車
の
借
入
れ 

 令和 

８ 年  １ 月１０日 

久留米市櫛原町５４３番地２ 

株式会社 くるめレンタカー 

代表取締役  城島 花子 

令和 ８年 １ 月 １８日 
 

令和 ８年 １ 月 ２４日 

１１２，７００円 

 

 令和 

年  月  日 
 

令令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

燃 

料 

代 

 令和 

８ 年  １ 月１０日 

久留米市城南町９８７番地６ 

有限会社 ミズマ石油 

取締役社長 三潴 陽子 

令和 ８年 １ 月 １８日 
 

令和 ８年 １ 月 ２４日 

１５２円 

ハイオク 

レギュラー 

軽油 

 令和 

年  月  日 
 

令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

ハイオク 

レギュラー 

軽油 

運
転
手
の
雇
用 

 令和 

８ 年  １ 月１０日 

久留米市城南町５００番地 

北野  良夫 

令和 ８年 １ 月 １８日 
 

令和 ８年 １ 月 ２４日 

８７，５００円 

 

 令和 

年  月  日 
 

令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

 令和 

年  月  日 
 

令和    年   月   日 
 

令和    年   月   日 
円 

 

約届出書には、契約書の写しを添付してください。 
２ ２の「契約内容」欄の「借入れ期間等」には、「自動車の借入れ」にあっては借入れ期間を、「運転手の雇用」
にあっては雇用期間を、「燃料代」にあっては燃料の供給期間を記載してください。 

３ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあって
は委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、候補者本
人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

～ 

～ 

個 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 

久留米市城南町１５番地３ 

久留米  太郎 

～ 

～ 

～ 

～ 

それぞれの契約書の内容と 

一致させること 

斜線を引くこと 

～ 

～ 

～ 

～ 

～ 
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選挙運動用自動車賃貸契約書 
 

 久留米市長選挙候補者                        （以下「甲」という。）と、 

                    （以下「乙」という。）は、選挙運動のための自動車の賃貸借

について、次のとおり契約を締結する。 

 

１．使用目的      公職選挙法第１４１条に基づき、選挙運動のために使用 

 

２．車種、登録番号                  使用油種 

  及び使用油種                   ハイオク ・ レギュラー ・ 軽油 

 

３．自動車の台数    １台 

 

４．使用期間      令和  年  月  日から 令和  年  月  日までの   日間 

 

５．契約金額             円 （消費税等含む） 

          （内訳      円／１日×   日間） 

 

６．使用上の義務等   甲は、法令に従い、本件自動車の運行義務を負うことはもちろん、乙の定める

約款に従う義務を負う。 

 

７．請求及び支払い 

   この契約に基づく契約金額については、乙は、「久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例」に基づき久留米市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅

滞することなく行わなければならない。 

   なお、久留米市に請求できる金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支

払うものとする。 

   また、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は久留米市に請求するこ

とができない。このときは、甲は乙に対し、契約金額を速やかに支払うものとする。 

 

８．その他 

  この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                          令和   年   月   日    

 

甲（久留米市長選挙候補者）      住 所 

 

氏 名                   ㊞ 

 

乙（選挙運動用自動車賃貸事業者）   住 所 

 

                   名 称 

 

                   代表者                    ㊞ 

個-ア-１ 

久留米  太郎 

株式会社 くるめレンタカー 

小型乗用（○○ワゴン） 

久留米 500 さ 12-34 

８   １  １８ ８   １  2４         ７ 

1６，１００         ７ 

１１２，７００ 

８    １   １０ 

株式会社 くるめレンタカー 

久留米市城南町１５番地３ 

久留米  太郎 久
留
米 

久留米市櫛原町５４３番地２ 

代表取締役  城島 花子 

選挙運動期間を超えて契約しても

よいが、選挙運動期間を超えた分は

公費負担の対象とならない 

燃料契約の際に、違う油

種で契約しないように、

確認すること 

消費税込の金額で 

契約すること。 

株式会社 

く る め 

レンタカー之印 

 

く
る
め
レ
ン
タ
カ
ー 

代
表
取
締
役
之
印 

契約相手が法人の場合、

社印＋代表者印を押印

（代表者印がない場合、

代表者の私印を押印） 

契約者は請求者と同じであること 

※請求書の請求者名及び使用印は 

契約書と同じ 
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第４号様式（第５条関係） その１ 

選挙運動用自動車使用証明書（自動車） 

 

次のとおり選挙運動用自動車を使用したものであることを証明します。 

 令和 ８年 １ 月 ２８ 日 

 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 
 
  氏名  久留米  太郎    

記 

運送等契約区分 

（該当する方の番号に○をしてください。） 

１ 一般乗用旅客自動車運送事 

業者との運送契約による場合 

２ 左に掲げる場合 

以外の場合 

運送事業者等の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市櫛原町５４３番地２ 

株式会社 くるめレンタカー 代表取締役  城島 花子 

車種及び自動車登録番号 運 送 等 年 月 日  運 送 等 金 額 備 考 

小型乗用  久留米 500 さ 12-34 令和  ８年 １ 月 １８日 16,100 円  

〃 令和  ８年 １ 月 １９日 16,100 円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２０日 16,100 円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２１日 16,100 円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２２日 16,100 円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２３日 16,100 円 

〃 令和  ８年 １ 月 ２４日 16,100 円 

備考 

１ この証明書は、運送事業者等ごとに別々に作成し、候補者から運送事業者等に提出してください。 

２ 運送事業者等が久留米市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運送事業者等は、久留米市

に支払を請求することはできません。 

４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車 1 台につき１日当たり次の金額までです。 

（１）一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約による場合 ６４，５００円 

（２）（１）以外の場合  １６，１００円 

５ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約（「運送等契約区分」欄の１）とそ

れ以外の契約（「運送等契約区分」欄の２）とのいずれもが締結された場合には、公費負担の対象

となるのは候補者の指定する一の契約に限られていますので、その指定をした一の契約のみについ

て記載してください。 

６ 同一の日において一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約又はそれ以外の契約により２台以

上の選挙運動用自動車が使用される場合には、公費負担の対象となるのは候補者の指定する１台に

限られていますので、その指定をした１台のみについて記載してください。 

７ ５の場合には候補者の指定した契約以外の契約及び６の場合には候補者の指定した選挙運動用自

動車以外の選挙運動用自動車については、久留米市に支払を請求することはできません。  

個-ア-２ 

選挙運動期間中に 

限る 
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第７号様式（第６条関係）その１ 

 

請    求    書 

（選挙運動用自動車の使用） 

 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第４条の規定により、

次の金額の支払を請求します。 

   

令和  年  月  日 

 

久留米市長 殿 

 

 氏名又は名称及び住所並びに 

 法人にあってはその代表者の氏名                   印 

 

 記 

１ 請求金額 
            円 

（消費税等含む） 

２ 内訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

４ 候補者の氏名 
 

５ 銀行名、口座名及び口座番号 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

支所・店 

預 金 種 別 １ ： 普 通   ２ ： 当 座   ３ ： 貯 蓄  

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ カ）クルメレンタカー ダイヒョウトリシマリヤク ジョウジマ ハナコ 

口 座 名 義 株）くるめレンタカー  代表取締役 城島 花子 

備考 

１ この請求書は、候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書とともに選挙の期日後速やかに 

提出してください。 

２ 候補者が供託物を没収された場合には、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

（別紙）その２ 

請求内訳書（一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合） 

（１）自動車の借入れ 

使 用 年 月 日 
借 入 れ 金 額 

（イ） 

基 準 限 度 額 

（ロ） 
請 求 金 額 

令和 ８ 年 

１月 １８日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

令和 ８ 年 

１月 １９日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２０日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２１日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２２日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２３日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２４日 

１２，６００円× １ 台＝１２，６００円 16,100 円×１台＝16,100 円 １２，６００ 円 

計 

  

８８，２００ 円 

備考 「請求金額」欄には、（イ）又は（ロ）のうち、いずれか少ない方の金額を記載してください。 

個-ア-３ 

（右づめでご記入ください）  

株式会社 くるめレンタカー 

久留米市櫛原町５４３番地２ 

代表取締役  城島 花子 

契約書に使用した 

印鑑を使用すること 

８８，２００ 

久留米  太郎 

筑後川 城南 

かならず、フリガナ 

をつけること 
請求書と請求内訳書が２枚に分かれるときは、請求者の印鑑で割印すること 

（右づめでご記入ください） 
 
１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ 転記 

選挙運動期間 

に限る 

いずれか少ない方の 

金額を記載 

株式会社 

く る め 

レンタカー之印 

 

く
る
め
レ
ン
タ
カ
ー 

代
表
取
締
役
之
印 
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選挙運動用自動車燃料供給契約書 
 

 久留米市長選挙候補者                          （以下「甲」という。）と、 

                      （以下「乙」という。）は、選挙運動用自動車の燃料供給

について、次のとおり契約を締結する。 

 

１．供給する期間      令和  年  月  日から 令和  年  月  日までの  日間 

 

２．供給場所        所在地 

              名称 

 

３．供給を受ける自動車の 

  車種及び登録番号 

 

４．供給する油種      ハイオク ・ レギュラー ・ 軽油 

 

５．契約金額        １Ｌあたり        円 （消費税等含む） 

 

６．請求及び支払い 

   この契約に基づく契約金額については、乙は、「久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例」に基づき久留米市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅

滞することなく行わなければならない。 

   なお、久留米市に請求できる金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支

払うものとする。 

   また、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は久留米市に請求するこ

とができない。このときは、甲は乙に対し、契約金額を速やかに支払うものとする。 

 

７．その他 

  この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                          令和   年   月   日    

 

甲（久留米市長選挙候補者）      住 所 

 

氏 名                     ㊞ 

 

乙（燃料供給事業者）         住 所 

 

                   名 称 

 

代表者                     ㊞ 

個-イ-１ 

久留米  太郎 

有限会社 ミズマ石油 

小型乗用（○○ワゴン） 

久留米 500 さ 12-34 

８   １  １８ ８   １  ２４        ７ 

１５２ 

８    １   １０ 

有限会社 ミズマ石油 

久留米市城南町１５番地３ 

久留米  太郎 
久
留
米 

久留米市城南町９８７番地６ 

取締役社長 三潴 陽子 

自動車借入れの際

に、必ず油種を確認

すること 

消費税込の金額で 

契約すること。 

久留米市城南町９８７番地６ 

ミズマ石油 城南給油所 

有限会社 

ミ ズ マ 

石 油 之 印 

 

ミ
ズ
マ
石
油 

代
表
取
締
役
之
印 

契約相手が法人の

場合、社印＋代表者

印を押印（代表者印

がない場合、代表者

の私印を押印） 

契約者は請求者と同じである

こと 

※請求書の請求者名及び使用

印は 

契約書と同じ 
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第２号様式（第３条関係）その１ 

自 動 車 燃 料 代 確 認 申 請 書 

令和 ８ 年 １ 月 １８ 日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 

 

 氏名  久留米  太郎    

 

次の自動車燃料代につき、久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の

公費負担に関する条例第 4 条第 2 号イの規定による確認を受けたいので申請します。 

 

記 

１ 契約年月日 令和 ８ 年 １ 月 １０日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市城南町９８７番地６ 

有限会社 ミズマ石油 

取締役社長 三潴 陽子 

３ 確認申請金額 
    ５２，９２０ 円  

 

区   分 購 入 金 額 左のうち確認済又は確認申請金額 

前回までの累計金額（ａ） ０円 ０円 

今回の購入金額 （ｂ） ５２，９２０円 ５２，９２０円 

燃料代計 （ａ）＋（ｂ） ５２，９２０円 ５２，９２０円 

備   考   

備考  

１ この申請書は、燃料供給業者ごとに別々に候補者から久留米市選挙管理委員会に提出してくだ

さい。 

２ この申請書は、選挙運動用自動車の燃料代について公費負担の対象となるものの確認を受ける

ためのものです。 

３ 「前回までの累計金額」には、他の燃料供給業者から購入した金額も含めて記載してください。 

４ 公費負担の限度額算出の日数については、無投票となった場合は立候補届出をした日から無投

票が確定した日までの日数となり、自動車使用に関する運送契約において「一般乗用旅客自動

車運送事業者との契約」が締結されている場合はその日数を除いた日数となります。 

５ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する

場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行って

ください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありません。 

個-イ-２ 

契約届出書の内容と 

一致させること 

限度額以内で 

申請すること 
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第３号様式（第３条関係） その１ 

 

 

確認番号       

 

自動車燃料代確認書  

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第

４条第２号イの規定に基づき、次の自動車燃料代は、同号イに定める金額の範囲内のも

のであることを確認する。 

 

 令和   年  月  日 

                        久留米市選挙管理委員会     

委員長   貞苅 隆男  印  

記 

 

１．令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

２．候補者の氏名    

３．確認金額                円 

 

（備考） 

１．この確認書は、燃料代について確認を受けた候補者から燃料供給業者に提出して

ください。 

２．この確認書を受領した燃料供給業者は、公費の支払の請求をする場合には、候補

者から交付された選挙運動用自動車使用証明書（燃料）とともに当該確認書を請求

書に添付してください。 

３．この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、燃料供給

業者は、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

選挙管理委員会が交付します 

個-イ-３ 
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第４号様式（第５条関係） その２ 

 

選挙運動用自動車使用証明書（燃料） 

 

次のとおり燃料を使用したものであることを証明します。 

 令和 ８ 年 １ 月 ２８ 日 

 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 
 

  氏名  久留米  太郎   

記 

 

燃料供給業者の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその代表者の氏名 

 

久留米市城南町９８７番地６ 

有限会社 ミズマ石油  取締役社長 三潴 陽子 

燃 料 供 給 年 月 日 燃 料 供 給 量 燃料供給金額 備 考 

令和  ８ 年  １ 月 1８ 日 ２３．５ Ｌ ３，５７２ 円 

 

令和  ８ 年  １ 月 １９ 日 ３０ Ｌ ４，５６０ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２０ 日 １５．５ Ｌ ２，３５６ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２１ 日 ２６．３ Ｌ ３，９９７．６ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２２ 日 １７ Ｌ ２，５８４ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２３ 日 ３６ Ｌ ５，４７２ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２４ 日 ３２．３ Ｌ ４，９０９.６ 円 

 

備考 

１ この証明書は、燃料供給業者ごとに別々に作成し、候補者から燃料供給業者に提出してください。 

 

２ 燃料供給業者が久留米市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、燃料供給業者は、久留米市

に支払を請求することはできません。 

 

４ 公費負担の限度額は、候補者から燃料供給業者に提出された確認書に記載された金額までです。 

 

５ 公費負担の限度額算出の日数については、無投票となった場合は立候補届出をした日から無投票

が確定した日までの日数となり、自動車使用に関する運送等契約において「一般乗用旅客自動車

運送事業者との契約」が締結されている場合はその日数を除いた日数となります。 

 

個-イ-４ 

納品書の写しを添付して燃料供給業者に交付すること 

選挙運動期間中に 

限る 
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第７号様式（第６条関係）その１ 

 

請    求    書 

（選挙運動用自動車の使用） 

 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第４条の規定により、

次の金額の支払を請求します。 

   

令和  年  月  日 

 

久留米市長 殿 

 

 氏名又は名称及び住所並びに 

 法人にあってはその代表者の氏名                  印 

 

記 

１ 請求金額 
     ２７，４５１   円 

（消費税等含む） 

２ 内訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

４ 候補者の氏名 
 

５ 銀行名、口座名及び口座番号 

金 融 機 関 名 
 銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

支所・店 

預 金 種 別 
１ ： 普通   ２ ： 当 座   ３ ： 貯 蓄  

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ ユ）ミズマセキユ  トリシマリヤクシャチョウ ミズマ ヨウコ 

口 座 名 義 
有）ミズマ石油  取締役社長 三潴 陽子 

備考 

１ この請求書は、候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書及び自動車燃料代確認書とともに 

選挙の期日後速やかに提出してください。 

２ 候補者が供託物を没収された場合には、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

（別紙）その２ 

請求内訳書（一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合） 

（２）燃 料 代 

販 売 年 月 日 
販 売 金 額 

（イ） 

基 準 限 度 額 

（ロ） 
請 求 金 額 

令和 ８ 年 

１月 １８日 

１５２円×２３．５ L＝３，５７２円   

令和 ８ 年 

１月 １９日 

１５２円×  ３０  L＝４，５６０円   

令和 ８ 年 

１月 ２０日 

１５２円×１５．５ L＝２，３５６円 

  

令和 ８ 年 

１月 ２１日 

１５２円×２６．３L＝３,９９７．６円   

令和 ８ 年 

１月 ２２日 

１５２円×  １７  L＝２，５８４円 

 

 

令和 ８ 年 

１月 ２３日 

１５２円×  ３６  L＝５，４７２円 

 

 

令和 ８ 年 

１月 ２４日 

１５２円×32．3L＝４,９０９.６円   

計 ２７，４５１円 ５２，９２０円 
２７，４５１円 

備考 １ 「基準限度額」（計）欄には、確認書に記載された額の合計を記載してください。 

２ 「請求金額」欄には、（イ）の（計）欄又は（ロ）の（計）欄のうち、いずれか少ない方の金額

を記載してください。 

個-イ-５ 

（右づめでご記入ください）  

いずれか少ない方の 

金額を記載 

請求書と請求内訳書が２枚に分かれるときは、請求者の印鑑で割印すること 

有限会社 ミズマ石油 

久留米市城南町９８７番地６ 

取締役社長 三潴 陽子 

契約書に使用した 

印鑑を使用すること 

久留米  太郎 

ゆうちょ 〇〇八 

１円未満の端数は 

切り捨てる かならず、フリガナ 

をつけること 

選挙運動期間に 

限る 

転 記 

選管が交付した 

自動車燃料代確認書 

の金額を記載 

９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ 

有限会社 

ミ ズ マ 

石 油 之 印 

 

ミ
ズ
マ
石
油 

代
表
取
締
役
之
印 
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選挙運動用自動車運転契約書 
 

 久留米市長選挙候補者        久留米  太郎         （以下「甲」という。）と、 

   北野 良夫      （以下「乙」という。）は、甲が使用する公職選挙法第１４１条に定め

る選挙運動用自動車の運転について、次のとおり契約を締結する。 

 

１．運転する期間     令和 ８年 １月１８日から 令和 ８年 １月２４日までの  ７日間 

             （原則として毎日   ８時 ００分から ２０時 ００分まで） 

 

２．契約金額          ８７，５００円 

             （内訳 １２，５００円／１日×  ７ 日間） 

 

３．運転する自動車の 

車種、登録番号 

 

４．請求及び支払い 

   この契約に基づく契約金額については、乙は、「久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例」に基づき久留米市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅

滞することなく行わなければならない。 

   なお、久留米市に請求できる金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支

払うものとする。 

   また、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は久留米市に請求するこ

とができない。このときは、甲は乙に対し、契約金額を速やかに支払うものとする。 

 

５．その他 

  この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                          令和 ８ 年 １ 月 １０日    

 

甲（久留米市長選挙候補者）      住所   久留米市城南町１５番地３ 

 

氏名   久留米  太郎            ㊞ 

 

乙（選挙運動用自動車運転手）     住所   久留米市城南町５００番地 

 

                   氏名   北野  良夫            ㊞ 

 

個-ウ-１ 

小型乗用（○○ワゴン） 

久留米 500 さ 12-34 

 

久
留
米 

北
野 
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第４号様式（第５条関係） その３ 

選挙運動用自動車使用証明書（運転手） 

 

次のとおり運転手を使用したものであることを証明します。 

 令和 ８ 年 １ 月 ２８ 日 

 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 
 

  氏名  久留米  太郎         

記 

運転手の住所及び氏名 
久留米市城南町５００番地 

北野  良夫 

雇 用 年 月 日 報 酬 の 額 備  考 

令和  ８ 年  １ 月 1８ 日 １２，５００ 円 

 

令和  ８ 年  １ 月 １９ 日 １２，５００ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２０ 日 １２，５００ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２１ 日 １２，５００ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２２ 日 １２，５００ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２３ 日 １２，５００ 円 

令和  ８ 年  １ 月 ２４ 日 １２，５００ 円 

 

備考 

１ この証明書は、運転手ごとに別々に作成し、候補者から運転手に提出してください。 

 

２ 運転手が久留米市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、運転手は、久留米市に支払

を請求することはできません。 

 

４ 公費負担の限度額は、選挙運動用自動車１台につき１日を通じて１２，５００円までです。 

 

５ 同一の日において２人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用された場合には、公費負担の対象

となるのは候補者の指定する 1 人に限られていますので、その指定をした 1 人のみについて記載

してください。 

 

６ 候補者の指定した運転手以外の運転料は、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

個-ウ-２ 

選挙運動期間中に 

限る 
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第７号様式（第６条関係）その１ 

 

請    求    書 

（選挙運動用自動車の使用） 

 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第４条の規定により、

次の金額の支払を請求します。 

   

令和  年  月  日 

 

久留米市長 殿 

 

 氏名又は名称及び住所並びに    久留米市城南町５００番地 

 法人にあってはその代表者の氏名   北野  良夫          印 

 

記 

  

１ 請求金額 
   ８７，５００   円 

（消費税等含む） 

２ 内訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

４ 候補者の氏名 久留米  太郎 

５ 銀行名、口座名及び口座番号 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

支所・店 

預 金 種 別 
１ ： 普通   ２ ： 当 座   ３ ： 貯 蓄  

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ          キタノ   ヨシオ 

口 座 名 義 北野 良夫 

備考 

１ この請求書は、候補者から受領した選挙運動用自動車使用証明書（運転手）とともに選挙の 

期日後速やかに提出してください。 

２ 候補者が供託物を没収された場合には、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

（別紙）その２ 

請求内訳書（一般乗用旅客自動車運送事業者以外の者との契約により自動車を使用した場合） 

（３）運 転 手 

雇 用 年 月 日 
報   酬 

（イ） 

基 準 限 度 額 

（ロ） 請 求 金 額 

令和 ８ 年 

１月 １８日 

１２，５００ 円  
１２，５００ 円 １２，５００ 円 

令和 ８ 年 

１月 １９日 

１２，５００ 円  
１２，５００ 円 １２，５００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２０日 

１２，５００ 円  １２，５００ 円 １２，５００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２１日 

１２，５００ 円  １２，５００ 円 １２，５００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２２日 

１２，５００ 円  １２，５００ 円 １２，５００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２３日 

１２，５００ 円  １２，５００ 円 １２，５００ 円 

令和 ８ 年 

１月 ２４日 

１２，５００ 円  １２，５００ 円 １２，５００ 円 

計 

  

８７，５００ 円 

備考 「請求金額」欄には、（イ）又は（ロ）のうち、いずれか少ない方の金額を記載してください。 

 

個-ウ-３ 

北
野 

契約書に使用した 

印鑑を使用すること 

久留米 城南 

かならず、フリガナ 

をつけること 

０ １ ２ ３ ４ ５ ６ 

請求書と請求内訳書が２枚に分かれるときは、請求者の印鑑で割印すること 

（右づめでご記入ください） 転 記 

いずれか少ない方の 

金額を記載 
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選挙運動用ポスター作成契約書 
 

 久留米市長選挙候補者       久留米  太郎       （以下「甲」という。）と、 

    田主丸印刷    （以下「乙」という。）は、選挙運動用ポスターの作成について、次のとお

り契約を締結する。 

 

１．品名        公職選挙法第１４３条に定める選挙運動用ポスター 

 

２．作成数量            ５００ 枚 

 

３．契約金額          ５５０，０００ 円 （消費税等含む） 

             （内訳 １，１００円／１枚× ５００枚） 

 

４．納期限       令和 ８ 年 １ 月 １７日  

 

５．請求及び支払い 

   この契約に基づく契約金額については、乙は、「久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例」に基づき久留米市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅

滞することなく行わなければならない。 

   なお、久留米市に請求できる金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支

払うものとする。 

   また、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は久留米市に請求するこ

とができない。このときは、甲は乙に対し、契約金額を速やかに支払うものとする。 

 

６．その他 

  この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                          令和 ８ 年 １ 月 １０日    

 

甲（久留米市長選挙候補者）       住 所  久留米市城南町１５番地３ 

 

氏 名  久留米  太郎             ㊞ 

 

乙（選挙運動用ポスター作成事業者）   住 所  久留米市城南町３００番地 

 

                    名 称  田主丸印刷 

 

代表者  田主丸 四郎            ㊞ 

 

ポ-１ 

限度枚数を超えて作成して

もよいが、超えた分は公費

負担の対象にならない 

消費税込の金額で 

契約すること。 

久
留
米 

田
主
丸 

田 主 丸

印 刷

之 印 

 

契約相手が法人の場合、

社印＋代表者印を押印

（代表者印がない場合、

代表者の私印を押印） 

契約者は請求者と同じであること 

※請求書の請求者名及び使用印は 

契約書と同じ 
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第 1 号様式（第 2 条関係） その３ 

 

ポ ス タ ー 作 成 契 約 届 出 書 

 

令和 ８ 年 １ 月 １８ 日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 

 

氏名  久留米  太郎                  

 

次のとおりポスター作成の契約を締結したので届け出ます。 

 

記 

 

契 約 年 月 日 
契約の相手方の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその代表者の氏名 

契  約  内  容 
備 考 

作成契約枚数 作成契約金額 

令和  ８年  １月１０日 

久留米市城南町３００番地 

田主丸印刷 

田主丸 四郎 

５００ 枚 ５５０，０００ 円 
1 枚あたり 

１，１００円 

令和  年  月  日  枚 円 
1 枚あたり 

円 

令和  年  月  日  枚 円 
1 枚あたり 

円 

備考  

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提

出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りで

はありません。 

ポ-２ 

契約書の内容と 

一致させること 
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第 2 号様式（第３条関係） その３ 

ポスター作成枚数確認申請書 

令和 ８ 年 １ 月 １８ 日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 

 

 氏名  久留米  太郎        

次のポスター作成枚数につき、久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例第１１条の規定による確認を受けたいので申請します。 

記 

 

１ 契約年月日 令和 ８ 年 １ 月 １０日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所  

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市城南町３００番地 

田主丸印刷   田主丸 四郎 

３ 確認申請枚数 
        ４６１ 枚  

 

区   分 作 成 枚 数 左のうち確認済又は確認申請枚数 

前回までの累積枚数（ａ） ０枚 ０枚 

今 回 の 枚 数（ｂ） ４６１枚 ４６１枚 

枚 数 計（ａ）＋（ｂ） ４６１枚 ４６１枚 

備   考   

備考 

１ この申請書は、ポスター作成業者ごとに別々に候補者から久留米市選挙管理委員会に提出し

てください。 

２ この申請書は、ポスター作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるための

ものです。 

３ 「前回までの累積枚数」には、他のポスター作成業者によって作成された枚数をも含めて記

載してください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出す

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありませ

ん。 

ポ-３ 

契約届出書の内容と 

一致させること 

作成契約枚数が限度枚数

を超えている場合は、限度

枚数で申請すること 
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第３号様式（第３条関係） その３ 

 

確認番号       

 

ポスター作成枚数確認書 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第

１１条の規定に基づき、次のポスター作成枚数は、同条に定める枚数の範囲内のもので

あることを確認する。 

 

 令和   年  月  日 

                        久留米市選挙管理委員会     

委員長   貞苅 隆男  印  

記 

 

１．令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

２．候補者の氏名    

３．確認枚数                枚 

 

（備考） 

１．この確認書は、ポスター作成枚数について確認を受けた候補者からポスター作成

業者に提出してください。 

２．この確認書を受領したポスター作成業者は、公費の支払の請求をする場合には、

候補者から交付されたポスター作成証明書とともに当該確認書を請求書に添付し

てください。 

３．この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、ポスター

作成業者は、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

選挙管理委員会が交付します 

ポ-４ 
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第６号様式（第５条関係） 

ポスター作成証明書 

 

次のとおりポスターを作成したものであることを証明します。 

令和 ８ 年 １ 月 ２８ 日 

 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 
 

  氏名  久留米  太郎          

記 

ポスター作成業者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市城南町３００番地 

田主丸印刷  田主丸 四郎 

作 成 枚 数 ５００          枚 

作 成 金 額 ５５０，０００       円 

当該選挙が行われる区域における 

ポスター掲示場数 
４６１カ所 

備考 

１ この証明書は、ポスター作成業者ごとに別々に作成し、候補者からポスター作成業者に提出して

ください。 

２ ポスター作成業者が久留米市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ポスター作成業者は、久留

米市に支払を請求することはできません。 

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額

は、次のとおりです。 

（１）枚数 

当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場数に相当する枚数 

（２）限度額 

 

 

単価 × 確認された作成枚数 ＝ 限度額 

 

316,250 円＋（586 円 88 銭×ポスター掲示場数） 
＝単価…１円未満の端数は切上げ 

ポ ス タ ー 掲 示 場 数 

 

 

ポ-５ 

限度枚数、限度額に 

関わらず、実際の枚数、 

金額を記載すること 
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第７号様式（第６条関係）その３ 

 

請    求    書 

（ポスターの作成） 

 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第１１条の規定によ

り、次の金額の支払を請求します。 

   

令和  年  月  日 

 

久留米市長 殿 

 

 氏名又は名称及び住所並びに    

 法人にあってはその代表者の氏名                   印 

 

 記 

１ 請求金額 
    ５０７，１００   円 

（消費税等含む） 

２ 内訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

４ 候補者の氏名 久留米  太郎 

５ 銀行名、口座名及び口座番号 

金 融 機 関 名  
銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

支所・店 

預 金 種 別 １ ： 普 通   ２ ： 当 座   ３ ： 貯 蓄  

口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ タヌシマル  シロウ 

口 座 名 義 田主丸 四郎 

備考 

１ この請求書は、候補者から受領したポスター作成枚数確認書及びポスター作成証明書とともに 

選挙の期日後速やかに提出してください。 

２ 候補者が供託物を没収された場合には、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

（別紙）その４ 

請 求 内 訳 書 

備考 

１ 「ポスター掲示場数」の欄には、ポスター作成証明書の「当該選挙が行われる区域におけるポスター

掲示場数」欄に記載されたポスター掲示場数を記載してください。 

２ （D）欄には、次により算出した額を記載してください。 

316,250 円＋586 円 88 銭×ポスター掲示場数 
・・・１円未満の端数は切上げ 

ポスター掲示場数 

３ （E）欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

４ （G）欄には、（A）欄と（D）欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

５ （H）欄には、（B）欄と（E）欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

当該選挙が行

われる区域に

おけるポスタ

ー掲示場数 

作  成  金  額 基 準 限 度 額 請  求  金  額 
備
考 

単 価 

（A） 

枚数 

（B） 

金  額 

(A)×(B)=(C) 

単 価 

（D） 

枚数 

（E） 

金  額 

(D)×(E)=(F) 

単 価 

（G） 

枚数 

（H） 

金  額 

(G)×(H)=(I) 

 

461 ヶ所 

円 

1,１０0 

枚 

500 

円 

５５０，０００ 

円 

1,273 

枚 

46１ 

円 

588,010 

円 

1,１０0 

枚 

４６１ 

円 

５０７，１００ 

 

ポ-６ 

（右づめでご記入ください）  

田主丸印刷 

久留米市城南町３００番地 

田主丸 四郎 

契約書に使用した 

印鑑を使用すること 

田
主
丸 

久留米 城南 

かならず、フリガナ 

をつけること 

請求書と請求内訳書が２枚に分かれるときは、請求者の印鑑で割印すること 

 ０ ０ １ ２ ３ ４ ５ （右づめでご記入ください） 

それぞれ比較して低い方 



23 

選挙運動用ビラ作成契約書 
 

 久留米市長選挙候補者        久留米  太郎        （以下「甲」という。）と、 

    田主丸印刷        （以下「乙」という。）は、選挙運動用ビラの作成について、次の

とおり契約を締結する。 

 

１．品名        公職選挙法第１４２条に定める選挙運動用ビラ 

 

２．作成数量          １０，０００枚 

 

３．契約金額           ６０，０００円 （消費税等含む） 

             （内訳    ６円／１枚× １０，０００枚） 

 

４．納期限       令和 ８ 年 １ 月 １７日  

 

５．請求及び支払い 

   この契約に基づく契約金額については、乙は、「久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙

運動の公費負担に関する条例」に基づき久留米市に対し請求するものとし、甲はこれに必要な手続きを遅

滞することなく行わなければならない。 

   なお、久留米市に請求できる金額が、契約金額に満たないときは、甲は乙に対し、不足額を速やかに支

払うものとする。 

   また、甲が公職選挙法第９３条（供託物の没収）の規定に該当した場合は、乙は久留米市に請求するこ

とができない。このときは、甲は乙に対し、契約金額を速やかに支払うものとする。 

 

６．その他 

  この契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

                          令和 ８ 年 １ 月 １０日    

 

甲（久留米市長選挙候補者）       住 所  久留米市城南町１５番地３ 

 

氏 名  久留米  太郎             ㊞ 

 

乙（選挙運動用ポスター作成事業者）   住 所  久留米市城南町３００番地 

 

                    名 称  田主丸印刷 

 

代表者  田主丸 四郎            ㊞ 

 

 

ビ-１ 

予限度枚数を超えて作成し

てもよいが、超えた分は公

費負担の対象にならない 

消費税込の金額で 

契約すること。 

久
留
米 

田
主
丸 

田 主 丸

印 刷

之 印 

 

契約相手が法人の場合、

社印＋代表者印を押印

（代表者印がない場合、

代表者の私印を押印） 

契約者は請求者と同じであること 

※請求書の請求者名及び使用印は 

契約書と同じ 
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第 1 号様式（第 2 条関係） その２ 

 

ビ ラ 作 成 契 約 届 出 書 

 

令和 ８ 年 １ 月 １８ 日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

   令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙           

候補者 住所   久留米市城南町１５番地３ 

 

氏名   久留米  太郎               

 

次のとおりビラ作成の契約を締結したので届け出ます。 

               記 

 

契 約 年 月 日 
契約の相手方の氏名又は名称及び住所並

びに法人にあってはその代表者の氏名 

契  約  内  容 
備 考 

作成契約枚数 作成契約金額 

令和  ８年  １月１０日 

久留米市城南町３００番地 

田主丸印刷 

田主丸 四郎 

10,000 枚 ６０，０００ 円 
1 枚あたり 

６ 円 

令和  年  月  日 

 

枚 円 
1 枚あたり 

円 

令和  年  月  日  枚 円 
1 枚あたり 

円 

備考  

１ 契約届出書には、契約書の写しを添付してください。 

２ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提

出する場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は

提出を行ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りで

はありません。  

ビ-２ 

契約書の内容と 

一致させること 
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第 2 号様式（第３条関係） その２ 

ビラ作成枚数確認申請書 

令和 ８ 年 １ 月 １８日 

久留米市選挙管理委員会 

委員長 貞苅 隆男 宛て 

   令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙      

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 

 

 氏名  久留米  太郎         

次のビラ作成枚数につき、久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公

費負担に関する条例第８条の規定による確認を受けたいので申請します。 

記 

１ 契約年月日 令和 ８ 年 １ 月 １０日 

２ 契約の相手方の氏名又は名称及び住所  

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市城南町３００番地 

田主丸印刷  田主丸 四郎 

３ 確認申請枚数 
    １０，０００   枚  

 

区   分 作 成 枚 数 左のうち確認済又は確認申請枚数 

前回までの累積枚数（ａ） ０枚 ０枚 

今 回 の 枚 数（ｂ） 10,000 枚 10,000 枚 

枚 数 計（ａ）＋（ｂ） 10,000 枚 10,000 枚 

備   考   

備考 

１ この申請書は、ビラ作成業者ごとに別々に候補者から久留米市選挙管理委員会に提出してく

ださい。 

２ この申請書は、ビラ作成枚数について公費負担の対象となるものの確認を受けるためのもの

です。 

３ 「前回までの累積枚数」には、他のビラ作成業者によって作成された枚数をも含めて記載し

てください。 

４ 候補者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出す

る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行

ってください。ただし、候補者本人の署名その他の措置がある場合はこの限りではありませ

ん。 

ビ-３ 

契約届出書の内容と 

一致させること 

作成契約枚数が限度枚数

を超えている場合は、限度

枚数で申請すること 
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第３号様式（第３条関係） その２ 

 

確認番号       

 

ビラ作成枚数確認書 

久留米市長選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第８条の規定に基づき、次

のビラ作成枚数は、同条に定める枚数の範囲内のものであることを確認する。 

 

 令和   年  月  日 

                        久留米市選挙管理委員会     

委員長   貞苅 隆男  印  

記 

 

１．令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

２．候補者の氏名    

３．確認枚数                枚 

 

（備考） 

１．この確認書は、ビラ作成枚数について確認を受けた候補者からビラ作成業者に提

出してください。 

２．この確認書を受領したビラ作成業者は、公費の支払の請求をする場合には、候補

者から交付されたビラ作成証明書とともに当該確認書を請求書に添付してくださ

い。 

３．この確認書に記載された候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成

業者は、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

選挙管理委員会が交付します 

ビ-４ 
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第５号様式（第５条関係） 

 

ビラ作成証明書 

 

次のとおりビラを作成したものであることを証明します。 

令和 ８ 年 １ 月 ２８ 日 

 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

 候補者 住所  久留米市城南町１５番地３ 
 

  氏名  久留米  太郎        

 

記 

ビラ作成業者の氏名又は名称及び住所 

並びに法人にあってはその代表者の氏名 

久留米市城南町３００番地 

田主丸印刷  田主丸 四郎 

作 成 枚 数 １０，０００        枚 

作 成 金 額 ６０，０００        円 

備     考 １６，０００枚以内（２種類以内） 

備考 

１ この証明書は、ビラ作成業者ごとに別々に作成し、候補者からビラ作成業者に提出してください。 

２ ビラ作成業者が久留米市に支払を請求するときは、この証明書を請求書に添付してください。 

３ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、ビラ作成業者は、久留米市

に支払を請求することはできません。 

４ １人の候補者を通じて公費負担の対象となる枚数及びそれぞれの契約に基づく公費負担の限度額

は、次のとおりです。 

（１）枚数 

ア 久留米市長選挙の場合    １６，０００枚 

イ 久留米市議会議員選挙の場合  ４，０００枚 

（２）限度額 

８円３８銭（単価）×確認された作成枚数＝限度額 

 

ビ-５ 

限度枚数、限度額に 

関わらず、実際の枚数、 

金額を記載すること 
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第７号様式（第６条関係）その２ 

 

請    求    書 

（ビラの作成） 

 

久留米市議会議員及び久留米市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例第６条の規定により、

次の金額の支払を請求します。 

   

令和  年  月  日 

 

久留米市長 殿 

 

 氏名又は名称及び住所並びに法 

 人にあってはその代表者の氏名               印 

 

 記 

１ 請求金額 
    ６１，９００   円 

（消費税等含む） 

２ 内訳 別紙請求内訳書のとおり 

３ 令和８年１月２５日執行 久留米市長選挙 

４ 候補者の氏名 久留米  太郎 

５ 銀行名、口座名及び口座番号 

金 融 機 関 名 
 銀行・信用金庫 

信用組合・農協 

本店・支店 

支所・店 

預 金 種 別 
１ ： 普 通   ２ ： 当 座   ３ ： 貯 蓄  

口 座 番 号 
（右づめでご記入ください） ０ ０ １ ２ ３ ４ ５ 

フ リ ガ ナ タヌシマル  シロウ 

口 座 名 義 田主丸 四郎 

備考 

１．この請求書は、候補者から受領したビラ作成枚数確認書及びビラ作成証明書とともに 

選挙の期日後速やかに提出してください。 

２．候補者が供託物を没収された場合には、久留米市に支払を請求することはできません。 

 

（別紙）その３ 

請 求 内 訳 書 

作  成  金  額 基 準 限 度 額 請  求  金  額 備考 

単 価 

（A） 

枚数 

（B） 

金  額 

(A)×

(B)=(C) 

単 

価 

（D） 

枚数 

（E） 

金  額 

(D)×

(E)=(F) 

単 価 

（G） 

枚数 

（H） 

金  額 

(G)×

(H)=(I) 

円 

４ 

枚 

5,000 

円 

20,000 

円 

 

8.38 

枚 

 

10,000 

円 

 

75,100 

 

円 

4 

枚 

5,000 

円 

20,000 

 

円 

９ 

枚 

5,000 

円 

45,000 

円 

8.38 

枚 

5,000 

円 

41,900 

 

備考 

１ （E）欄には、確認書により確認された作成枚数を記載してください。 

２ （G）欄には、（A）欄と（D）欄とを比較して少ない方の額を記載してください。 

３ （H）欄には、（B）欄と（E）欄とを比較して少ない方の枚数を記載してください。 

ビ-６ 

田主丸印刷 

久留米市城南町３００番地 

田主丸 四郎 

契約書に使用した 

印鑑を使用すること 

田
主
丸 

久留米 城南 

かならず、フリガナ 

をつけること 
請求書と請求内訳書が２枚に分かれるときは、請求者の印鑑で割印すること 

それぞれ比較して低い方 

それぞれ比較して低い方 

合計金額 


